
標準文書保存期間基準（近畿　国立公園課） 令和4年4月1日

業務の区分
当該業務に係る行政文書の

類型（施行令別表の該当項）
保存期間 具体例

保存期間満了後の
措置

・国立公園の違反処理方針
・処分案

・不服申立書
・録取書

・諮問
・議事の記録
・配付資料
・答申、建議、意見

・弁明書
・反論書
・意見書

④裁決書又は決定書 ・裁決・決定書

①訴訟の提起に関する文書 ・訴状
・期日呼出状

・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証

・判決書
・和解調書

・処分案
・理由
・国立公園の違反処理

(2)  行政手続
法第２条第４
号の不利益処
分（以下「不
利益処分」と
いう。）に関
する重要な経
緯

不利益処分をするための決裁
文書その他当該処分に至る過
程が記録された文書（十二の
項）

処分がさ
れる日に
係る特定
日以後５
年

・国立公園の行為許可申請書、
協議書、審査、行為届出、受理
・国立公園の事業認可の協議、
届出
・大臣権限文書の申達、回答

2 法人の権利
義務の得喪
及びその経
緯

許認可等
の効力が
消滅する
日に係る
特定日以
後５年

廃棄

(2)  不利益処
分に関する重
要な経緯

不利益処分をするための決裁
文書その他当該処分に至る過
程が記録された文書

処分がさ
れる日に
係る特定
の日以後
５年

廃棄

(1)  許認可等
に関する重要
な経緯

許認可等をするための決裁文
書その他許認可等に至る過程
が記録された文書

事　項

個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

(1)  行政手続
法第２条第３
号の許認可等
（以下「許認
可等」とい
う。）に関す
る重要な経緯

③裁決、決定その他の処分を
するための決裁文書その他当
該処分に至る過程が記録され
た文書

(4)  国又は行
政機関を当事
者とする訴訟
の提起その他
の訴訟に関す
る重要な経緯

訴訟が終
結する日
に係る特
定日以後
１０年

廃棄
以下について移管
・法令の解釈やそ
の後の政策立案等
に大きな影響を与
えた事件に関する
もの

②訴訟における主張又は立証
に関する文書

③判決書又は和解調書

1 個人の権利
義務の得喪
及びその経
緯

・国立公園の行為許可申請書、
審査。行為届出、受理。
・国立公園の事業認可の協議、
審査
・大臣権限文書の申達、回答

(3)  不服申立
てに関する審
議会等におけ
る検討その他
の重要な経緯

①不服申立書又は口頭による
不服申立てにおける陳述の内
容を録取した文書

裁決、決
定その他
の処分が
される日
に係る特
定日以後
１０年

廃棄
以下について移管
・法令の解釈やそ
の後の政策立案等
に大きな影響を与
えた事件に関する
もの
・審議会等の決裁
等について年度ご
とに取りまとめた
もの

②審議会等文書

許認可等をするための決裁文
書その他許認可等に至る過程
が記録された文書（十一の
項）

許認可等
の効力が
消滅する
日に係る
特定日以
後５年

廃棄

廃棄



・不服申立書
・録取書

・諮問
・議事の記録
・配付資料
・答申、建議、意見

・弁明書
・反論書
・意見書

④裁決書又は決定書 ・裁決・決定書

・訴状
・期日呼出状

・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証

・判決書
・和解調書

表彰の授与のための決裁文書
及び伝達の文書

５年 ・選考基準

・選考案
・受章者名簿
・伝達

他の機関からの要請に基づく
表彰

３年 ・依頼文書
・表彰理由、決裁文書

(1)委員会、協
議会等の開催
経緯、決定経
緯等

近畿地方環境事務所主催の委
員会等の事務、審議の記録関
係

３年 ・委員会等の設置要領の策定
（自然再生委員会、指定植物検
討委員会、協働型管理運営に係
る連絡会議等含む）
・委員の任免関係
・開催通知、配付資料
・議事の記録

(2)委員、協議
会構成員等の
受諾

他の機関からの委員会委員等
への委嘱要請、受諾に関する
文書

３年 ・要請、受諾文書

(3)会議案内、
出席、復命等

①他の機関の開催する委員
会、協議会、各種会議への出
席に関する文書
②連絡会議等の軽易な会議、
打合せ等の参加、報告に関す
る文書

１年 ・開催案内
・会議資料
・復命書

①業務に常時利用するものと
して継続的に保存すべき行政
文書

常用（無
期限）

・国立公園の公園継続事業台帳
・同補助簿

②標準文書保存期間基準の策
定

３年 ・保存期間表の策定・変更

廃棄4 委員会、協
議会、各種
会議に関す
る事項

5 文書の管理
に関する事
項

文書の管理等 廃棄

(3)  不服申立
てに関する審
議会等におけ
る検討その他
の重要な経緯

①不服申立書又は口頭による
不服申立てにおける陳述の内
容を録取した文書

裁決、決
定その他
の処分が
される日
に係る特
定日以後
１０年

③裁決、決定その他の処分を
するための決裁文書その他当
該処分に至る過程が記録され
た文書

廃棄3 表彰に関す
る事項

表彰の授与に
関する文書

その他の事項

(4)  国又は行
政機関を当事
者とする訴訟
の提起その他
の訴訟に関す
る重要な経緯

訴訟が終
結する日
に係る特
定日以後
１０年

廃棄
以下について移管
・法令の解釈やそ
の後の政策立案等
に大きな影響を与
えた事件に関する
もの

②訴訟における主張又は立証
に関する文書

③判決書又は和解調書

①訴訟の提起に関する文書

廃棄
以下について移管
・法令の解釈やそ
の後の政策立案等
に大きな影響を与
えた事件に関する
もの
・審議会等の決裁
等について年度ご
とに取りまとめた
もの

②審議会等文書



他の行政機関等に対する協
議、照会、依頼等に関する文
書、他の行政機関等からの協
議、照会に関する文書

・行政機関等との協議、届出、
通知、報告、資料の提出要求及
び同意、回答等案（公園計画の
策定・変更、公園事業の決定、
指定植物の指定、管理運営計画
の作成等に係るものを含む）

②他の行政機関等との協定等
の締結に関する文書

・協定締結に至る意思決定に至
る経緯
・協定書

8 広報に関す
る事項

広報 広報に関する文書 １年 ・広報資料、報道発表資料 移管

①身分証明に関する文書 ・身分証明書の発行

②職員の講師派遣等に関する
文書

・依頼に関する文書
・受諾に関する文書

10 近畿地方環
境事務所の
名義使用に
関する事項

名義使用 各種行事の後援等に係る近畿
地方環境事務所の名義使用の
承認に関する文書

５年 ・申請書
・承認に関する文書
・報告書

廃棄

11 契約行為に
関する事項
（前項まで
に揚げるも
のを除く）

契約行為 契約行為に関する文書 ５年 ・各種事業等の契約に関する文
書
・報告書
・物品の調達に関する決裁

廃棄

・通知・通達文

・法律、要綱、要領等の制定又
は改廃等に関する移達文書（趣
旨、要約、条文、新旧対条文
等）

・開催に関する経緯

・実施にあたる委員会の設置要
綱・議事資料

・実施要領

・講師依頼及び回答

・実施結果

14 本省作成の
要綱等に基
づく委嘱及
び登録に関
する事項

要綱等に基づ
く委嘱及び登
録に関する事
項

要綱等に基づく委嘱及び登録
に関する文書

３年 ・委嘱及び登録に関する文書
・自然公園指導員に関する文書
・パークボランティアに関する
文書

廃棄

12 省内部の通
知

省内部の通
知・上申

地方環境事務所への通知文書 １年

本省への上申、報告に関する
文書

３年

廃棄

・国立公園に関する本省への上
申、申達、報告に係る決裁文書
（大臣権限の許認可に係る申達
を除く。）
・同回答

②①以外の行事の企画・立
案・実施に関する文書

１年 廃棄

他の行政機関
等との協議、
同意、届出、
通知、報告、
資料の提出要

9

13 行事の企画
立案実施に
関する事項

行事の企画立
案実施に関す
る事項

①記念式典等重要な行事の企
画・立案・実施に関する文書

３年 廃棄

職員の人事
に関する事
項

職員の人事 ３年

廃棄

廃棄

6 他の行政機
関等との協
議、同意、
協定の締
結、届出、
通知、報
告、資料の
提出要求

・行政機関等への照会、通知、
資料要求（登記事項証明等を含
む）、相手からの回答書等
・行政機関等からの要求に対す
る回答、資料提供

7 物品の管理
に関する事
項

物品の管理 物品の保存・処分等に関する
文書

廃棄５年 ・調達・契約に関する文書
・不用決定に関する文書
・保存物品の管理に関する文書
（内規の策定等含む）

５年

③他の行政機関等への照会、
資料要求及び他の行政機関等
からの照会、資料の提出要求
で軽微なもの

１年



　２　昭和27年度までに作成・取得された文書については、「歴史資料として重要な公文書その他の文書」に該当する可能
性が極めて高いことから、原則として移管するものとする。

二　本表の第三欄は、法第４条の趣旨を踏まえ、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡
付け、又は検証する観点から重要な行政文書を示しているものであることから、同欄における「過程が記録された文書」
は、当該行政機関における重要な経緯が記録された文書である。

三　保存期間満了後の措置に関する注意事項

　１　｢廃棄｣とされているものであっても、国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的
な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が将来に活かされるような以下の特に重要な政策事項等に関するものにつ
いては、移管が必要となる。

　２　行政機関協議文書　他の行政機関への協議に係る案、当該協議に関する他の行政機関の質問若しくは意見又はこれら
に対する回答が記録された文書その他の当該協議に関する文書

　３　特定日　第１４条第１２項（施行令第８条第９項）の保存期間が確定することとなる日（１９の項にあっては、事業
終了の日又は事後評価終了の日）の属する年度の翌年度の４月１日（当該確定することとなる日から１年以内の日であっ

備考

一　この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

　１　決裁文書　行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容
を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書


